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あ
な
た
の
お
う
ち
は
大
丈
夫
？

木
造
家
屋
な
ど
の
耐
震
化
を

支
援
し
ま
す

木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
現
在
住
ん
で

い
る
住
宅
が
、
地
震
に
対
し
て
安
全

か
ど
う
か
、
耐
震
診
断
員
を
派
遣
し

て
無
料
で
診
断
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
建
築
物　

市
内
に
あ

り
、
次
の

〜

条

件
に
該
当
す
る
建
築
物

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工

さ
れ
、現
在
完
成
し
て
い
る
も
の

延
べ
面
積
の
半
分
以
上
が
住
宅

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の　

２
階
建
て
以
下
で
、
延
べ
面
積
が

３
０
０
（
約
91
坪
）
以
下
の
も
の

木
造
で
軸
組
工
法
（
在
来
工
法
）
の

も
の　

※
枠
組
壁
工
法
（
ツ
ー
・
バ
イ
・
フ
ォ
ー

工
法
な
ど
）
や
、
丸
太
組
構
法
の
住

宅
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

大
臣
等
の
特
別
な
認
定
を
得
た

工
法
に
よ
る
住
宅
で
な
い
も
の

申
込
で
き
る
人　

診
断
を
希
望
す

る
建
築
物
の
所
有
者
（
申
込
は
１
人

に
つ
き
１
棟
ま
で
）

募
集
棟
数　

40
棟
（
先
着
順
）

申
込
開
始
日　

７
月
８
日

申
込
方
法　

建
築
指
導
課
（
市
役

所
２
階
）
に
あ
る
耐
震
診
断
実
施

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

建
築
年
月
日
が
分
か
る
書
類
（
確

認
申
請
書
副
本
、
固
定
資
産
税
課
税
明

細
書
の
写
し
な
ど
）
と
と
も
に
同
課

窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
込
書
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

木
造
住
宅

耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
支
援
事
業

　

木
造
住
宅
耐
震
診
断
を
受
け
た

結
果
、
上
部
構
造
評
点
が
0.7
未
満
の

住
宅
に
つ
い
て
は
、
耐
震
改
修
工
事

を
勧
め
て
い
ま
す
。
こ
の
耐
震
改
修

工
事
や
、
こ
れ
に
と
も
な
い
高
齢
者

な
ど
が
避
難
が
し
や
す
い
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
う
と
き
に

そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

戸
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
が
１

０
０
万
円
を
超
え
る
工
事
に
つ
い

て
、
該
当
す
る
補
助
対
象
経
費
の

10
分
の
１
の
額（
上
限
は
50
万
円
）

工
事
完
了
期
限　

平
成
21
年
３
月

31
日
㈫（
必
ず
、
工
事
契
約
前
に
補
助

金
の
申
請
を
し
、
交
付
決
定
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。）

既
存
住
宅
住
宅

耐
震
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
事
業

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

築
さ
れ
、
耐
震
診
断
を
う
け
た
既
存

住
宅
（
延
べ
面
積
の
半
分
以
上
が
住
宅
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
）
で
、
次
に
該

当
す
る
工
事
を
す
る
と
き
に
、
そ
の

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

戸
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

① 

既
存
住
宅
を
耐
震
補
強
し
、
補
助

対
象
経
費
が
30
万
円
を
超
え
る

工
事

・
木
造
（
在
来
軸
組
工
法
、
伝
統
的
工

法
、
枠
組
壁
工
法
）
の
上
部
構
造
評

点
等
が
0.7
以
上
1.0
未
満
の
も
の

で
、
上
部
構
造
評
点
を
1.0
以
上
に

引
き
上
げ
る
耐
震
補
強
工
事
を

す
る
も
の

・
そ
の
他
の
構
造
の
場
合
は
構
造
耐

震
指
標
が
0.6
未
満
の
も
の
で
、
構

造
耐
震
指
標
を
0.6
以
上
に
引
き

上
げ
る
耐
震
補
強
工
事
を
す
る

も
の

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
10

分
の
１
の
額
（
上
限
は
50
万
円
）

② 

既
存
住
宅
の
１
階
部
分
を
耐
震

補
強
し
、
補
助
対
象
経
費
が
30
万

円
を
超
え
る
工
事

・
地
上
階
数
が
２
以
下
の
木
造
建
築

物
に
つ
い
て
、
上
部
構
造
評
点
等

が
0.7
未
満
の
も
の
で
、
木
造
の
建

築
物
の
１
階
部
分
に
お
け
る
上

部
構
造
評
点
を
1.0
以
上
に
引
き

上
げ
る
耐
震
補
強
工
事
を
す
る

も
の

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
10

分
の
１
の
額
（
上
限
は
30
万
円
）

③ 

既
存
住
宅
内
部
に
耐
震
シ
ェ
ル

タ
ー
な
ど
を
設
置
す
る
工
事
（
一

時
的
に
避
難
す
る
安
全
な
空
間
が
確
保

で
き
る
も
の
）
で
、
補
助
対
象
経
費

が
30
万
円
を
超
え
る
工
事

・
木
造
（
在
来
軸
組
工
法
、
伝
統
的
工

法
、
枠
組
壁
工
法
）
の
上
部
構
造
評

点
等
が
0.7
未
満
の
も
の

・
そ
の
他
の
構
造
の
場
合
は
構
造
耐

震
指
標
が
0.6
未
満
の
も
の

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
10

分
の
１
の
額
（
上
限
は
30
万
円
）

④ 

既
存
住
宅
に
耐
震
ベ
ッ
ド
な
ど

耐
震
設
備
を
設
置
す
る
工
事
（
倒

壊
し
て
も
安
全
な
空
間
が
確
保
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
設
備
）
で
、補
助
対
象

経
費
が
10
万
円
を
超
え
る
工
事

・
木
造
（
在
来
軸
組
工
法
、
伝
統
的
工

法
、
枠
組
壁
工
法
）
の
上
部
構
造
評

点
等
が
0.7
未
満
の
も
の

・
そ
の
他
の
構
造
の
場
合
は
構
造
耐

震
指
標
が
0.6
未
満
の
も
の

補
助
金
額　

３
万
円
（
定
額
）

工
事
完
了
期
限　

平
成
21
年
３
月

31
日
㈫
（
必
ず
工
事
契
約
前
に
補
助
金

の
申
請
を
し
、
交
付
決
定
を
受
け
て
く

だ
さ
い
）

問
い
合
わ
せ
先　

建
築
指
導
課

30-

６
１
２
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
１
７
番

琵
琶
湖
ル
ー
ル
広
め
よ
う
券
事
業
は

終
了
し
ま
し
た

　

滋
賀
県
で
は
、
琵
琶
湖
の
豊
か
な

生
態
系
な
ど
を
取
り
戻
す
た
め
に
、

「
琵
琶
湖
ル
ー
ル
」
を
定
め
、
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
航
行
水
域
の
遵

守
、
従
来
型
２
サ
イ
ク
ル
エ
ン
ジ
ン

の
使
用
禁
止
、
外
来
魚
の
リ
リ
ー
ス

禁
止
な
ど
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
琵
琶
湖
ル
ー
ル
」
を
広

め
、
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
平
成
15

年
度
か
ら
、
毎
年
夏
に
、
釣
り
人
が

持
ち
込
ん
だ
外
来
魚
と
引
き
換
え

に
、「
琵
琶
湖
ル
ー
ル
ひ
ろ
め
よ
う

券
」
を
配
付
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
配
付
事
業
は
、
今
年
３
月
で

終
了
し
ま
し
た
。
今
後
、
釣
り
上
げ

た
外
来
魚
は
、
お
近
く
の
外
来
魚
回

収
ボ
ッ
ク
ス
・
い
け
す
に
入
れ
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

琶
湖
再
生
課
琵

琶
湖
レ
ジ
ャ
ー
室

０
７
７-

５

２
８-

３
４
８
５
番
、

０

７
７-

５
２
８-

４
８
４
７
番

８
月
１
日
㈮
か
ら
、
部
屋
番
号
が

住
所
の
一
部
と
し
て
表
示
さ
れ
ま
す

　

住
民
票
は
、
住
民
の
居
住
関
係
を
公
に
証
明

す
る
も
の
で
す
。
昨
今
の
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア

パ
ー
ト
な
ど
の
集
合
住
宅
の
増
加
に
よ
っ
て
、

居
住
者
の
住
所
に
つ
い
て
、
部
屋
番
号
な
ど
を

住
民
票
に
表
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
８
月
１
日
か
ら
、
ア

パ
ー
ト
な
ど
の
部
屋
番
号
を
、
住
所
の
一
部
と

し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　

彦
根
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
大
規
模
中
高
層

住
宅
に
つ
い
て
は
、
住
所
の
一
部
に
部
屋
番
号

を
表
示
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
後
は
、
こ
れ
を

す
べ
て
の
集
合
住
宅
に
拡
大
し
、
８
月
１
日

の
、
転
入
・
転
居
の
届
出
か
ら
、
部
屋
番
号
を

住
所
の
一
部
に
記
載
し
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
居
住
し
て
い
る
人
は
、
そ
の

ま
ま
で
は
部
屋
番
号
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。
す

で
に
居
住
し
て
い
る
人
で
、
住
所
の
一
部
に

部
屋
番
号
の
表
示
を
希
望
す
る
人
は
、

市
民

課
、
支
所
、
各
出
張
所
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。（
申
出
用
紙
は
各
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

　
　

同
居
人
、
ま
た
は
同
一
世
帯
で
な
い
人
が

　

手
続
き
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
世
帯
主
の

委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
（
上
図
）。
委
任

状
の
様
式
は
、彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
部
屋
番
号
を
住
所
の
一
部
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
住
所
（
建

物
）
で
あ
っ
て
も
、
部
屋
番
号
が
変
わ
っ
た

場
合
は
、
転
居
の
届
出
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
顔
写
真
付
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
カ
ー
ド
に
記
載

さ
れ
て
い
る
住
所
を
変
更
し
ま
す
の
で
、

カ
ー
ド
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課

30-

６
１
１

　

１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

標
語
と
作
文　

特
選
作
品
紹
介

本
健
太
さ
ん
（
旭
森
小
６
年
）

　

「
あ
り
が
と
う
」

　

み
ん
な
を
つ
な
ぐ

　

„
愛“
言
葉

　
田
口
真
央
さ
ん
（
稲
枝
中
２
年
）

　

食
卓
を

　

家
族
み
ん
な
で

　

囲
も
う
よ

佐
古
徳
子
さ
ん
（
地
蔵
町
）

　

子
は
見
て
る

　

親
の
身
勝
手

　

非
常
識

辻　

和
奈
さ
ん（
県
立
河
瀬
中
１
年
）

　
「
大
切
な
友
達
」

問
い
合
わ
せ
先　

子
ど
も
青
少
年
課

23

 -

９
５
９
０
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26

 -

１
７
６
８
番

　昨年１年間の、彦根市の少年非行の状況は、刑

法犯・特別法犯少年が98人でした。内訳は、例

年と同じように万引きが最多で、全体の約54.1％

を占めています。

　彦根市では、少年センターや青少年指導員が街

頭巡回補導をしているほか、青少年育成市民会議

やＰＴＡなどが、初発型非行防止パト

ロールを推進しています。皆さんも家

庭や地域から、青少年の非行防止への

取組を始めてください。

問い合わせ先

　 子ども青少年課 23-9590、FAX26-1768


